
２０２１年〔令和３年〕　　　　１２月　　　　　【妙安寺だより　　第４４８号】　　　　　　　　　　R３・１

１・１５ 

 

妙安寺だより　　４４８ 
 

立冬も過ぎひと雨づつ寒くなってきています。新型コロナウイルスによる災難もこのところ少し

落ち着きを 

みせていますが、体調管理にはご留意ください。 

 

日蓮聖人は「は、数知れず」とされていますように、布教に際し、数々の妨害（） 

にっています。大難の４つを『』と言い、起きた順番に「法難」「伊豆流罪」「（東条）法難」「法

難（佐渡流罪）」を指します。 

　その内の「小松原（東条）法難」についてです。 

元年（１２６４年）１１月１１日夕刻、現在の暦に直しますと、１２月８日頃の午後５時前後です

から、周囲は暗くなっている頃です。 

東条の、（千葉県鴨川市）において、日蓮聖人と弟子・信者１０余人が、待ち受けていた当地の地

頭、らの襲撃を受けた法難です。 

「弟子一人は当座に打ち取られ、二人は大事のてにて候。自身も切られ、打たれ（原文ママ）」と

後に手紙で知らせています。具体的には、弟子のと信者（）のが討死し、日蓮聖人自身もにを負いま

した。 

冬、寒くなるとこの時の刀傷が痛むということから、日蓮聖人の像に綿帽子を被せています。 

期間は目安ですが、１０月１３日（日蓮聖人の祥月命日）から４月２８日（立教開宗・日蓮聖人が

法華経を弘める決意を発せられた日）までです。 

　 

「地涌の声」（寺報に同封されている）の功徳主を募集しています。 
＊ゴミの分別にご協力ください。枝物は大きい籠へ、それ以外の草（土を落とす）・花類・紙類
はゴミバケツへお願いします。 
＊１７時に閉門します。閉門後は番犬を放していますので、ご注意ください。 
　１２月２６日～３０日は１８時に閉門します。 
閉門後も駐車場に駐車される場合は、一言お声かけください。不審車両と間違います。 

 
同封している物 
 
1​ 太歳三が日祈願・回向申込書 
2​ 星祭り・方除け申込書　　 

前回申し込まれた方には、前回の分を打ち込んだ物を同封しています。 
朱字の数字は令和４年の数え年です。暦にて確認してください。 
訂正があれば朱字または二重線で訂正してくだい。 
又、追加申し込みもありましたらご記入ください。 
ＦＡＸ（０９２－７５１－４０５５）での申し込みもできます。 
 

3​ 暦　　令和４年の暦です。裏表紙にお寺の年中行事を掲載しています。時間は寺報に
て　　　 

お知らせいたします。 
 

4​ 年回忌表 
 



5​ 教箋（地涌の声） 
 

6​ 振込用紙（郵便局）　 
＊令和４年分の護持会費（９，０００円）・墓地管理費（３，０００円） 

　　　＊太歳三が日の申し込み 
＊星祭り・方除け申し込み 

　　　上記等の送金にご使用ください。 
通信欄には必ず詳細を明記ください。 
 

7​ 入江造園案内　　お墓掃除代行をしてくださる、お寺出入りの業者さんの案内です。 
　 

 


